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開    会 

 

○笹瀬会長 新年明けましておめでとうございます。どうぞよろしくお願いい

たします。それでは、ただいまから電波監理審議会を開会いたします。 

 本日の１月期会議につきましては、委員各位のスケジュールの状況を踏まえ

まして、電波監理審議会決定第６号第５項のただし書に基づきまして、委員全

員がウェブによる参加とさせていただきました。 

 本日の議題は、お手元の資料のとおり、諮問事項が２件、審議事項が１件と

なっております。 

 それでは、議事を開始いたしますので、総合通信基盤局の職員の方に入室す

るよう、御連絡よろしくお願いします。 

 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問事項（総合通信基盤局） 

 

（１）電波法施行規則等の一部を改正する省令案（４３３ＭＨｚ帯タイヤ空気

圧モニタ及びリモートキーレスエントリの導入）（諮問第１号） 

（２）周波数割当計画の一部を変更する告示案（４３３ＭＨｚ帯タイヤ空気圧

モニタ及びリモートキーレスエントリの導入）（諮問第２号） 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を開始いたします。諮問第１号、電波法施行規則

等の一部を改正する省令案、４３３ＭＨｚ帯タイヤ空気圧モニタ及びリモート

キーレスエントリの導入につきまして、小川移動通信課長から御説明いただき
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まして、続いて、諮問第２号、周波数割当計画の一部を変更する告示案、同じ

く４３３ＭＨｚ帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリの導入に

つきまして、これは中村電波政策課長から、続けて御説明よろしくお願いいた

します。 

○小川移動通信課長 移動通信課長の小川でございます。説明資料に基づきま

して、諮問第１号、電波法施行規則等の一部を改正する省令案、４３３ＭＨｚ

帯タイヤ空気圧モニタ及びリモートキーレスエントリの導入について御説明申

し上げます。 

 詳細につきましては、恐れ入りますが、資料の３ページ目から御説明を申し

上げたいと思います。 

 まず、タイヤ空気圧モニタリングシステム、リモートキーレスエントリの御

説明でございますけれども、資料の真ん中の絵を御覧いただければと思います

が、まず、タイヤ空気圧モニタリングシステムにつきましては、タイヤの空気

圧を運転席で確認をし、タイヤの異常を把握できるシステムでございます。真

ん中の一番下の絵を御覧いただければと思いますけれども、タイヤの４輪それ

ぞれにセンサー、モニタリングシステムを装着いたしまして、電波により、運

転席のほうに空気圧等の情報を送信することによりまして、タイヤの空気圧の

状況をモニタリングするシステムでございます。 

 リモートキーレスエントリにつきましては、右の図を御覧いただければと思

いますけれども、これは皆様も御利用になったことがあるかと思いますが、電

波によりまして、車から離れたところからドアロックの開閉、エンジンスター

ト、ドアの開閉等の操作を行うことができるシステムでございます。 

 資料一番上のポツのところでございますけれども、こういったシステムにつ

きましては、我が国においては平成１９年に３１５ＭＨｚ帯を使用し、免許を

要しない無線局、特定小電力無線局として制度化、導入をされているところで
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ございます。一方、国際的な周波数の使用状況でございますけれども、左下の

表を御覧いただければと思いますが、３１５ＭＨｚ帯のほかに、４３３ＭＨｚ

帯も国際的には使用されているという状況でございまして、現状では４３３Ｍ

Ｈｚ帯がこれらのシステムにおける世界的な標準周波数となってきているとこ

ろでございます。国際的な周波数協調も見据えまして、国内においてもこうい

った新しい周波数の利用が求められているという状況でございます。 

 こうした状況を踏まえまして、今般４３３ＭＨｚ帯を使用するタイヤ空気圧

モニタリングシステム及びリモートキーレスエントリの導入に必要な技術的条

件について情報通信審議会で御検討いただきまして、昨年の１１月１２日に一

部答申をいただいたところでございます。これを踏まえまして、今般、このシ

ステムの導入に係る制度整備を行うものでございます。 

 続きまして、資料の４ページを御覧ください。４３０ＭＨｚ帯の周波数の使

用状況を左の図でお示しをしております。４３０ＭＨｚから４４０ＭＨｚの周

波数帯において、アマチュア無線に割り当てられているところでございます。

この周波数帯において、アマチュア無線と共用する形で、４３３.９２ＭＨｚを

中心として国際輸送用タグシステムが導入をされており周波数を共用して使用

されているところでございます。国際輸送用タグシステムは、海上輸送用のコ

ンテナに装着をされまして、国際物流の管理に用いられる電子タグというシス

テムでございまして、国内では主に港湾で使用されているというものでござい

ます。 

 今般、同じ４３３.９２ＭＨｚを中心として、さらにこの周波数帯において、

タイヤ空気圧モニタリングシステム、それからリモートキーレスエントリにつ

いての導入を検討したということでございます。 

 なお、この周波数帯は、後ほど周波数割当計画についての御説明がございま

すけれども、アマチュア無線が一次業務として割り当てているところでござい
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ます。国際輸送用タグシステムについては、二次業務の割当てになっておりま

して、二次業務のシステムについては、一次業務に有害な混信を与えてはなら

ない、また、一次業務からの混信に対して保護を要求してはならないという前

提で割り当てられているものでございますが、今般導入を検討いたしましたタ

イヤ空気圧モニタリングシステム、リモートキーレスエントリにつきましても、

二次業務としての割当てを前提として検討を行ったものでございます。 

 周波数共用検討の結果につきましては、右の表でお示しをしておりますけれ

ども、一番上の行として与干渉という行がございますけれども、干渉を与える

側、縦の列として、被干渉、干渉を被る側の組合せで周波数の共用の可能性を

情報通信審議会で検討いたしました。その結果でございますけれども、表の右

上にございますように、今般導入を検討いたしますタイヤ空気圧モニタリング

システム、リモートキーレスエントリシステムからアマチュア局への与干渉に

ついての検討結果といたしましては、実機試験の結果やアマチュア局の運用実

態等を考慮すれば、実運用上、重大な干渉が発生する確率は低く、共用可能と

いう検討結果が得られたところでございます。そのほかの組合せにつきまして

も、共用可能という検討結果が得られたところでございます。 

 ５ページに、こうした検討を踏まえました技術的条件をお示ししております

けれども、詳細の説明は割愛をさせていただきます。 

 続きまして、６ページでございますが、制度整備の概要について御説明申し

上げます。情報通信審議会からの一部答申を踏まえまして、４３３ＭＨｚ帯タ

イヤ空気圧モニタリングシステム及びリモートキーレスエントリの導入に向け

た省令の改正案及び関連告示の改正案について作成をいたしまして、昨年１１

月１６日から約１か月間、意見募集を実施したところでございます。意見募集

の結果、５件の意見が提出をされたところでございます。 

 改正内容につきましては、まず、電波法施行規則の一部改正といたしまして、



-5- 

免許を要しない無線設備のうち４３３ＭＨｚ帯を使用する特定小電力無線局に、

タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムを追加する

もの、それから、無線設備規則の一部改正として、４３３ＭＨｚ帯を使用する

特定小電力の無線設備の技術基準に、これらのシステムに関する技術基準を追

加する改正について、今回お諮りをさせていただくものでございます。 

 このほか特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正、関連

告示の制定、改正等について、所要の規定の整備を行うこととしているところ

でございます。なお、施行期日につきましては、答申をいただいた場合は速や

かに改正を予定してございます。 

 続きまして、７ページを御覧ください。意見募集に対して提出された意見と、

それに対する考え方について整理をしてございます。先ほど御説明させていた

だきましたとおり、提出の意見は５件でございました。 

 まず、７ページに示しております１番と２番、それから８ページに示してお

ります３番の意見につきましては、基本的に賛成の意見ということで提出をさ

れているところでございます。 

 ３番の意見につきましては、改正案のタイヤ空気圧モニタリングシステムと

キーレスエントリシステムの定義の記載についてのコメント、意見が提出され

ております。これにつきましては、いただいた意見を踏まえまして、改正案の

定義の書き方の適正化を図る観点から必要な修正を行ったところでございます。 

 また、４番の意見につきましては、４３３ＭＨｚはアマチュア無線の周波数

で呼出し周波数であり、影響が出ると思われるので反対であるという意見をい

ただいておりますけれども、これにつきましては、先ほど情報通信審議会にお

ける検討結果を御説明させていただきましたとおり、実運用において共用は可

能であるとの結論を得ているということで、考え方を示しているところでござ

います。 
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 また、５番の意見につきましては、アマチュア無線の周波数の割当てについ

て、一次業務としてほしいという意見でございますけれども、これにつきまし

ては、アマチュア業務は引き続き一次業務の分配としているということで考え

方をお示ししているところでございます。 

 以降、参照条文、諮問書の写し、改正案等を資料でお付けしておりますが、

この場での詳細の御説明は割愛とさせていただきます。 

 諮問第１号の御説明については、以上でございます。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、続いて、中村電波政

策課長から、諮問第２号についてもお願いします。 

○中村電波政策課長 ありがとうございます。続きまして、電波政策課長、中

村のほうから諮問第２号につきまして、御説明をさせていただきます。 

 本件でございますが、先ほど移動通信課長のほうから説明のございました諮

問第１号、これと関連をするものでございまして、周波数割当計画におきまし

ても規定の整備を行うというものでございます。 

 資料の２ページ目、諮問第２号のほうの２ページ目を御覧いただけますでし

ょうか。周波数割当表の４３３ＭＨｚ帯のところで、周波数の使用に関する条

件といたしまして、これまでの国際輸送用データ伝送用ということに加えまし

て、タイヤ空気圧モニタリングシステム用及びキーレスエントリシステム用と

いう旨を追記したいと考えてございます。その上で、タイヤ空気圧モニタリン

グシステム用及びキーレスエントリシステム用特定小電力無線局の周波数表と

いうことでございまして、２ページ目の一番下にございます別表９－１４、こ

れを新たに規定するものでございます。 

 資料の１ページ目、戻っていただきまして、３番、施行期日のところでござ

います。施行期日につきましては、答申をいただけましたら速やかに周波数割

当計画を変更したいと考えてございます。 
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 また、周波数割当計画に関する意見募集につきましても、先ほどの諮問第１

号の省令改正案と同時期に意見募集を行いましたが、周波数割当計画の変更案

につきましては、特に意見はございませんでした。 

 以上、諮問第２号の御説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、ただいまの御説明に

関しまして、御質問、御意見等ございましたら、よろしくお願いします。 

 これも順番にお伺いしていきます。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 大久保です。御説明ありがとうございました。 

 私からは特にございません。適切な改正及び変更だということで同意いたし

ます。以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、長田委員いかがでし

ょうか。 

○長田委員 私からも国際的な協調というのは大切なことですし、特に大きな

影響はないということでしたので、同意いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。それでは、林委員、いかがでしょうか。 

○林委員 私も適切な諮問内容かと存じますので、賛同いたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。矢嶋委員、いかがでしょうか。 

○矢嶋委員 御説明ありがとうございました。私も必要な制度整備と考えます

ので、特段意見はございません。賛同いたします。 

○笹瀬会長 ありがとうございました。 

 私からもこれは適切な変更、修正ですので、これでいいと思います。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、諮問第１号及び第２号に関しましては、諮問のとおり改正、変更

することが適当であるという旨の答申を行いたいと思います。どうもありがと
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うございました。 

○小川移動通信課長 どうもありがとうございました。 

○中村電波政策課長 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、次に有効利用評価部会の審議に入りますので、出席さ

れない職員の方は退室、よろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員（一部） 退室） 

 

審議事項 

 

令和６年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の有効利用の程度の評価結果案 

 

○笹瀬会長 それでは、議事を再開いたします。 

 本日は、審議会より総務省総合通信基盤局の同席を求めておりまして、湯本

総合通信基盤局長、荻原電波部長、中村電波政策課長、小川移動通信課長、佐

藤移動通信企画官の同席をお願いしております。私から指名した場合や、各委

員からの求めがあった場合には、総務省から補足的な説明を行っていただきま

すようよろしくお願いいたします。 

 それでは、審議事項、令和６年度携帯電話及び全国ＢＷＡに係る電波の有効

利用の程度の評価結果案につきまして、林部会長から御説明よろしくお願いい

たします。 

○林委員 承知いたしました。有効利用評価部会の部会長の林でございます。

今般、部会におきまして、令和６年度の携帯電話及び全国ＢＷＡの評価結果の

案を取りまとめましたので、御説明を申し上げます。 

 資料１は評価結果の案の本体でございます。続く資料２は、資料１の要点の
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部分を抜粋する形で概要版を作成しておりますので、本日は資料２を用いまし

て御説明を差し上げます。 

 表紙をめくっていただきまして、２ページ目は有効利用評価部会の概要でご

ざいますので、次の３ページを御覧ください。部会における審議経緯でござい

ます。昨年１０月より免許人へのヒアリングも含めまして、計７回の部会を開

催いたしました。 

 次の４ページを御覧ください。これは定量評価のうち、実績評価に係る総合

評価の結果につきまして、一覧にまとめてございます。有効利用評価方針のＳ

からＤまでの評価基準に基づきまして、事業者ごと、それから周波数ごとに評

価を行いました。 

 定量評価の総論につきましては、次の５ページを御覧いただければと思いま

す。まず、（１）認定の有効期間が満了している、または認定に係らない周波数

帯でございます。１つ目の丸でございますが、基地局数やカバー率につきまし

て、いわゆるローバンドにおきましては、主にエリアカバレッジのために活用

されているところでございますが、前年度と同様、おおむね高い評価でござい

ました。 

 続いて、ミッドバンドにおきましては、主にトラヒック対策に活用されてい

るところでございますけれども、前年度からカバー率が拡大いたしまして、評

価が高くなった事業者も確認されたところでございます。具体的には、ＫＤＤ

Ｉ、沖縄セルラー電話の１.５ＧＨｚ帯、ソフトバンクの３.５ＧＨｚ帯でござ

います。なお、この後、ＫＤＤＩと沖縄セルラー電話は、単にＫＤＤＩと総称

して御説明をしたいと存じます。また、前年度同様に低い評価となった事業者

も確認されております。具体的に申し上げますと、ＮＴＴドコモの２ＧＨｚ帯

でございます。本件につきましては、電波のさらなる有効利用のため、トラヒ

ック需要に応じたカバー率の拡大に向けて、引き続き努力をすべきという評価
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をしております。 

 次の丸に移りまして、これは通信量でございます。いずれの事業者も４Ｇ、

それから５Ｇ全体の通信量は前年度から増加をしておりますけれども、全ての

事業者において、前年度のトラヒック量を下回った周波数帯も確認されたとこ

ろでございます。そこで、各事業者に対しまして、ヒアリングの場においてそ

の要因を確認・質疑しましたところ、大別して２点ございました。１点目は、

５Ｇエリアの整備拡大等によりまして、トラヒックが５Ｇバンドへ移行し、そ

の結果、４Ｇバンドのトラヒックが減少したということ、それから、２つ目は

通信品質の確保のために複数の周波数帯間でトラヒックを調整したことが要因

でございました。本件につきましては、４Ｇ、５Ｇのそれぞれに必要とされる

通信量を適切に見積もってユーザーの通信品質の確保を図るとともに、割り当

てられた周波数の最大限の活用に向けて引き続き努力すべきであるという評価

をしております。 

 次の丸は、移行計画の総論でございます。本年度は、２事業者の「３Ｇ移行

計画」に係る調査結果の報告がございました。具体的には、ＫＤＤＩとソフト

バンクの２社の移行計画について、有効利用評価方針に基づきまして、３Ｇサ

ービス終了時点から人口カバー率の基準値を達成するまでの期間を５年以内と

し、評価を実施いたしました。その結果、ソフトバンクにおきましては、５年

以内よりも大幅に前倒しで達成する積極的な計画であると認められました。他

方、ＫＤＤＩにおきましては、５Ｇの整備を優先し、現地工事を要する基地局

は別工事と併せて実施するため、７年後に達成する計画となっておりました。

ＫＤＤＩにつきましては、一定程度の事情は認められるわけですけれども、電

波の有効利用の早期の実現のためには、毎年度計画値以上のマイグレーション

実施に向けて努力すべきだという評価をいたしました。 

 続きまして、（２）でございますけれども、これは認定の有効期間中の周波数



-11- 

帯でございますが、いずれの事業者・周波数帯においても、認定された開設計

画をおおむね適切に実施しているものと認められました。 

 続きまして、６ページを御覧ください。（３）でございます。評価を行う年度

に認定の有効期間が満了した周波数帯、具体的には①Ｓｕｂ６帯と②ミリ波で

ございます。まず、①のＳｕｂ６帯につきましては、全国において全ての事業

者・周波数帯の開設計画を達成し、基地局数や通信量も含めて前年度より大き

く増加している周波数帯が多い状況でございました。その一方で、Ｓｕｂ６帯

において２つの周波数帯を保有する２事業者におきまして、いずれか一方の周

波数帯のカバー率が低い傾向にございました。特にＫＤＤＩの４.０ＧＨｚ帯

におきまして、全国的にカバー率が低かったということでございまして、電波

のさらなる有効利用のためにニーズやトラヒック需要に応じた基盤展開やカバ

ー率の拡大に向けて引き続き努力すべきであるとしてございます。 

 続いて、②のミリ波の２８ＧＨｚ帯でございます。１つ目の丸は、最も低い

評価であるＤ評価となった２事業者について記載しております。まず、ＮＴＴ

ドコモにおきましては、北海道と九州の基地局数につきまして、開設計画を達

成しておりませんでした。また、楽天モバイルにおきましては、東北の１県に

おいて設置された全ての基地局において通信が行われなかった日が生じており

ました。そこで、まず、ＮＴＴドコモにおきましては、伝送路の整備に係る調

整の長期化等が要因であるということでございまして、これにつきましては、

令和６年末までには計画値以上となるように整備中ということで、可能な限り

早期に計画値以上の基地局を確実に整備すべきであるとしております。一方、

楽天モバイルにおきましては、ミリ波は周波数の特性上、カバーエリアが狭い

ということや、また、ミリ波対応端末が現状におきまして十分に普及していな

いことからユーザー利用は限定的であることなどが要因でございました。 

 本件につきましては、その要因はやむを得ない側面もあるわけでございます



-12- 

けれども、今後、ミリ波対応端末の普及が進み、かつニーズの創出に向けた取

組などを実施することによって、早期に電波の有効利用を図るべきであると評

価しております。 

 次の丸でございます。これは全ての事業者において、ミリ波の基地局数は前

年度から増加しているわけですけれども、通信量が前年度を下回った地域が確

認されました。その要因は、通信量の絶対量がそもそも少なくて、ユーザーの

使われ方に左右されたためということでございました。このため、全ての事業

者に対しまして、ミリ波対応端末の普及等による電波のさらなる有効利用に向

けて努力をすべきといたしております。 

 次の丸でございますけれども、これは基地局の設置場所について、ミリ波の

活用が期待される、トラヒックが集中するエリア等への展開も積極的に推進す

べきとしております。 

 最後の丸でございますが、これは総務省側においても、各事業者のミリ波の

さらなる有効利用に向けた取組の推進を求めたいと思っているところでござい

ます。 

 ７ページを御覧ください。複数の周波数帯を総合的に勘案した定性評価です

けれども、ここにおきましては、インフラシェアリングなど大きく５つの観点

から評価結果を一覧として示してございます。これはヒアリングにおきまして

各事業者の取組状況も聴取いたしまして、有効利用評価方針に基づきまして、

スモールａからｄまでの評価を行ったところでございます。 

 その結果、ａ評価といたしましては、左から２つ目の安全・信頼性の確保の

項目におきまして、全事業者をａ評価、そして右から３つ目の携帯電話の上空

利用の項目におきまして、ＫＤＤＩをａ評価としてございます。この点の詳細

は後ほど御説明いたします。 

 また、ｃ評価の箇所が２か所ございました。まず、１つ目は携帯電話の上空
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利用についての楽天モバイルでございますけれども、まだ実用化されていない

実証段階でございました。また、２つ目は左から３つ目のデータトラヒックに

ついてのＷＣＰ（Wireless City Planning）でございますが、これは総トラヒ

ック量が減少していたため、これらはｃ評価としてございます。 

 続いて、Ｒ評価の箇所が３か所ございます。携帯電話の上空利用のＵＱとＷ

ＣＰについては、２.５ＧＨｚ帯の 上空利用が制度上認められていないという

ことと、ＷＣＰのインフラシェアリングについては、５Ｇの基地局数が４局と

いうことで十分な実績がないということから、Ｒ評価としております。その他

につきましては、ｂ評価としてございますが、これは各事業者ともに一定の取

組は行っているものと認められるということでｂ評価としているところでござ

います。 

 ８ページを御覧いただければと存じます。定性評価の総論でございます。ｂ

評価等に係る項目は、今後さらなる推進や取組を期待するという書きぶりにし

てございますので、詳細説明は割愛させていただきまして、本日はａ評価に係

る（２）及び（５）につきまして、御説明をいたします。 

 まず、（２）の安全・信頼性の確保でございます。本項目では、災害、あるい

は通信障害、そしてセキュリティー対策の面から評価を行ってございます。本

年度の評価の一環として、ちょうど１年前に起きました能登半島地震、そして、

奥能登の豪雨における各事業者の取組につきまして、ヒアリングを通じて確認

を行いまして、別紙のとおり事業者ごとに取組の概要を取りまとめたところで

ございます。本日は別紙の説明は割愛させていただきたいと存じますけれども、

ＮＴＴドコモとＫＤＤＩにおいては報道等も行われておりました船上基地局が、

ソフトバンクにおいてはドローンの基地局が、また、ＫＤＤＩとＵＱにおいて

は、基地局のバックホール回線のいわゆる光ケーブルが断線した場合にその代

替としての 低軌道衛星のスターリンクが、それぞれ活用されておりました。ま
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た、基地局の予備電源の延命対策は楽天モバイルにおいて、それから長時間稼

働が可能な可搬型発動機はソフトバンクとＷＣＰにおいて、それぞれ運用が行

われておりました。新たな技術を用いた応急復旧の実施も確認されたところで

ございますので、評価基準のａ評価に該当するということで、いずれの事業者

もａ評価としたところでございます。 

 また、各事業者の連携としては、先ほどのドコモとＫＤＤＩの間における船

上基地局の共同設置のほかに、ＫＤＤＩとソフトバンクの間では基地局の応急

復旧の際に必要となる給油の相互利用が行われたところでございます。このほ

か自治体であるとか避難所等への充電設備の貸出しなどの支援、救助機関から

の要請に基づく安否不明者の携帯電話の位置情報の提供に係る対応も今般行わ

れているところでございまして、これらの取組も評価したいとしてございます。

これらは来るべき大規模災害にも備える上で非常に重要でございますので、各

事業者においては、通信サービスの維持、それから障害を受けたときの早期復

旧に向けた取組を、今後さらに切に求めたいということにしております。 

 続いて、一番下の（５）を御覧ください。携帯電話の上空利用につきまして

は、前年度までは４Ｇ利用のみでございましたけれども、本年度はＫＤＤＩに

おいて５Ｇの商用局の開設が確認され、５Ｇの活用に積極的に取り組んでいる

ということからａ評価としております。 

 ページが飛んで恐縮でございますけれども、最後の１６ページを御覧いただ

ければと存じます。今後の検討課題につきまして、主に６点、お示しをしてご

ざいます。 

 １点目は人口カバレッジに係る指標でございますが、これにつきましては、

引き続き総務省に対しまして、対象国を拡大するなど諸外国の状況のさらなる

調査であるとか、通信品質の測定に係る課題の抽出等を要請しているところで

ございます。 
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 ２点目ですけれども、これは先月新たに割り当てられた４.９ＧＨｚ帯につ

きましては、次年度以降の評価に向けて有効利用評価方針の改定案の検討を行

うとしてございます。 

 ３点目は、３Ｇの移行計画でございまして、本年度は計画自体の評価を行っ

たところでございますけれども、次年度以降、実施状況の評価のために有効利

用評価方針の改定案の検討を行うとしてございます。なお、これらの改定案は

部会において検討を行ってまいります。 

 ４点目、ＮＴＮに係る評価でございます。近年、携帯電話の端末と、衛星と

かＨＡＰＳとの間で直接通信を行うということが可能になるような、いわゆる

ＮＴＮの導入に向けた検討が活発化しているというような状況でございます。

直近では、ＫＤＤＩにおきまして、衛星ダイレクト通信につきまして、本年春

頃に本格サービスの提供を開始予定といったプレスリリースもされているとこ

ろでございます。ヒアリングにおきましても、検討状況を確認いたしましたと

ころ、地上系の携帯電話で用いられております２ＧＨｚ帯の一部の周波数帯を、

一部地域を除く全国において利用予定ということでございました。ただ、サー

ビス開始当初はＳＭＳ、いわゆるショートメッセージサービスのみを提供し、

今後順次、音声やデータ通信サービスを提供予定ということでございます。こ

のため、衛星ダイレクト通信のカバレッジにつきましては、いわゆる地上系の

人口カバー率などと同等に扱うことは現時点では適切ではないと考えられると

ころでございます。今後、ヒアリングなどを通じまして、サービスや技術動向

などを確認しつつ、ＮＴＮの評価の在り方を検討していくことにしたいと考え

ておりますが、利用状況の把握のために、総務省に対しましては、次年度以降、

衛星ダイレクト通信に係る利用状況につきまして、地上系とは別に調査結果の

報告を要請しているところでございます。 

 続いて、５点目のＳｕｂ６帯に係る評価でございます。Ｓｕｂ６帯の実績評
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価においては、基盤展開率に基づく評価を実施しておりますが、前年度の検討

課題にも記載のとおり、将来的には人口カバー率や面積カバー率に基づく評価

を行っていくことが望ましいと考えられるところでございます。引き続き、次

年度以降のカバー率の拡大状況を注視しながら評価基準を見直す時期であると

か、衛星との共用帯域における干渉条件も加味した評価基準も含めて継続的に

検討していくとしてございます。 

 最後の６点目でございます。これはインフラシェアリングに係る定性評価で

ございますけれども、前年度においては、屋外の 屋内別の有効性の検討を行う

ことなどが検討事項となってございました。本年度においては、携帯電話事業

者等にその有効性を確認いたしました結果、屋外、屋内ともに、設置コストの

削減といった有効性が挙げられた一方で、屋外では、整備完了エリアでは新た

にシェアリングを行う効果が低いであるとか、あるいは屋内では、むしろコス

トアップのケースもあるといった課題も挙げられたところでございます。 

 これも踏まえまして、インフラシェアリングの実績であるとか、新技術の導

入等に基づく現行の評価基準を基本としながらも、市場動向にも注視しながら、

引き続き携帯電話事業者等に対して、その取組状況を確認していくとしてござ

います。 

 大変長くなりました。御説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、御質問、御意見よろしくお願いいたします。では順番にお伺いし

ていきます。大久保会長代理、いかがでしょうか。 

○大久保代理 詳細な御説明ありがとうございました。私からは特にございま

せん。部会の先生方におかれては、大変お忙しい中、詳細な分析評価をいただ

きましてありがとうございました。以上です。 
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○笹瀬会長 どうもありがとうございました。長田委員、いかがでしょうか。 

○長田委員 御説明ありがとうございました。部会の先生方の御議論の結果だ

と思いますので、そのまま受け取りたいと思っているんですが、一つだけミリ

波についてなんですけれども、ミリ波の話になると、必ず端末の普及の話が出

てきます。ただ、ミリ波そのものを本当に全ての国民が必要としているのかど

うかというところはなかなか微妙なところで、ミリ波を掴まえられやすいとこ

ろにいて、かつ、イベント等で非常に膨大な情報量、データをやり取りすると

いうような、そういう場面にいる人でないとなかなかミリ波端末が本当に必要

なのかどうかというところは難しい判断だと思っておりますので、ミリ波につ

きましては、それ以外の何か、普通の利用者にとっても恩恵となるようなもの

というサービスがもう少し普及してこないと、端末を買い換えろと、値引きす

るから買い換えろというようなことだけではなかなか端末の普及は難しいので

はないかなという気もしておりますし、ｉＰｈｏｎｅが、まだ日本では対応し

てくれていないということもありますので、簡単に端末の普及がすぐに解決に

つながるのかどうかというところは、まだまだきちんと今後見ていかなければ

いけないんじゃないかなと思っています。 

 以上です。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。それでは、矢嶋委員、いかがで

しょうか。 

○矢嶋委員 御報告どうもありがとうございました。私も事業者からの聴取結

果に基づきまして、適切な評価と今後の検討課題が指摘されていると考えてお

ります。特段の疑問に思う点はございませんでしたので、意見はありません。

これまでの精力的な御活動に感謝申し上げるばかりです。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。 

 有効利用評価部会は今年で３年目になりますが、年々、さらによくなってい
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ると思います。特に今回は、今後の検討課題もかなり明記されていて、各事業

者の方も対応しやすいと思いますので非常にいいと思います。 

 私から、総務省に対して、１点お願いしたいと思います。安心・安全に係る

災害に関して、各事業者は随分頑張っているので、総務省のほうも頑張ってい

ただきいと思います。特に、個人が持っている携帯でうまくつながるというこ

とは必要なんですけども、地震とか津波で分かったことは、公共の自治体のネ

ットワークとか、それから災害救助をする自衛隊との連携など、どうしても民

間だけではできない、そういうサービスもありますので、クローズネットワー

クといいますか、そういうものに関しても、ＮＩＣＴも含めて、総務省の研究

機関でもいろいろ研究されておりますので、各省庁、自治体が、安心・安全サ

ービスに対してもうまく協力して、民間の方を誘導して進めていただいてでき

るようなシステムをつくってもらうとありがたいと思います。 

 ぜひそういう面で、今回は有効利用評価部会という、評価という観点なんで

すけども、有効利用は別に事業者だけではないので、ぜひ総務省の方でも考え

ていただいて、国として、周波数の有効利用ができるようなシステムづくりを

さらに進めていただければありがたいと思います。 

 私からのコメントです。以上です。 

 林部会長、追加のコメントなどはございますでしょうか。 

○林委員 ありがとうございました。非常に貴重な御意見をいただきました。 

 １点目は、長田先生から御指摘のあった、ミリ波の端末のところでございま

すけれども、有効利用評価部会としても、総務省と連携しながら需要動向ある

いはニーズの把握に努めるとともに、端末の普及というものがユーザーの真の

利便性の向上につながるかどうかという点も意識しながら、評価内容の精緻化

に努めたいと思っております。 

 それから、笹瀬会長から御指摘いただいた安心・安全の点ですけれども、先
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生のおっしゃるように、総務省としての取組も非常に大事ですし、総務省だけ

じゃなくて、省庁横断的な取組も重要でございますので、そこも含めて、総合

的な対策を踏まえて検討し、評価の中身においても検討してまいりたいと思っ

ております。 

 いずれにしても、笹瀬会長、それから各委員の御指導をいただきながら、引

き続き有効利用評価の精緻化に向けて、また、その深掘りに向けて頑張ってい

きたいと思いますので、よろしく御指導のほどお願いいたします。 

 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。ほかに質問等ございますか。 

○吉田課長 笹瀬会長、１点よろしいでしょうか。 

○笹瀬会長 はい、結構です。 

○吉田課長 部会事務局の吉田でございます。本日は笹瀬会長をはじめ、委員

の皆様に御審議いただきまして、誠にありがとうございます。 

 １点、災害の関係でございます。会長のほうから関係省庁とも連携して総務

省、しっかり事業者の活動をサポートしていくことが重要であるという御指摘

をいただきました点につきまして、官民連携して、能登半島地震、また、豪雨

に際しましても取り組んできておりまして、例えば、事業者が基地局の復旧に

取り組むのに道路啓開が必要になりますが、国交省と連携しましたほか、物資

の支給、そういった点も関係省庁と連携して取り組んできております。今後の

災害に備えまして、さらに取り組んでいくことが重要ということを、本日、ま

た改めて認識した次第でございますので、引き続きの御指導、どうぞよろしく

お願いいたします。 

○笹瀬会長 どうもありがとうございました。この後、評価結果案について意

見募集を求めるんですけども、個人的には、総務省がどう取り組んでいるかに

関しても、付録で出していただいて意見募集を求めたほうがいいような気もし
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ます。特に安心・安全に関しての意見募集があると、こういうサービスが欲し

いとかそういう声も直に上がってくるため、事業者の方もそういうサービスが

できると思います。 

 今回の評価には書いていませんけど、例えば、事業者の方は避難所に行って

いろいろ話を聞いたり、直接電波に関係ないところも随分サポートされていま

す。そういうことも含めて、何か意見を吸い上げるような場があるといいかな

と思った次第です。もちろんほかでもやっていると思うんですけども、せっか

く評価案の中に安心・安全という項目があるので、一言追加でもいいですから、

もしくは、総務省もこういうのをやっていますということを、ホームページを

リンクするだけでもいいと思うので、そういうことをすると、意見募集を見た

方が、より国としての取組が明確になるという気がいたします。いかがでしょ

うか。 

○吉田課長 意見募集そのものにつきましては明日からを予定しておりますの

で、どこまでできるか、例えばリンクを貼るですとか、どういったことができ

るかにつきまして局内で、また林部会長とも御相談させていただきながら進め

てまいりたいと思います。ありがとうございます。 

○笹瀬会長 できる範囲でよろしくお願いいたします。 

○吉田課長 ありがとうございます。 

○笹瀬会長 林部会長、いかがでしょうか。 

○林委員 総務省においては、いろいろ施策を打っておられるところで、そこ

は心強い限りなんですけど、それが国民やユーザーに知られていない部分もあ

るかもしれないですので、いろいろな場を通じて積極的な施策のＰＲに努める

という意味でも、安心・安全対策というものは国民の関心事でございますので、

ぜひ引き続いての御尽力をお願いしたいと思います。 

○笹瀬会長 できる範囲で、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○吉田課長 ありがとうございます。 

○笹瀬会長 それでは、委員の皆様方の御了解が得られたものといたしますの

で、本評価結果案につきまして、電波監理審議会として意見募集を実施するこ

ととして、意見募集に係る報道発表を本審議会終了後、準備が整い次第、行い

たいと思います。 

 意見募集の期間は、明日、１月１１日土曜日から２月１０日月曜までの３１

日間といたします。意見募集に係る報道発表に当たっては、事務局に御協力よ

ろしくお願いいたします。 

 また、意見募集後、提出された意見の取りまとめ及び意見に対する当審議会

の考え方の案につきましては、部会において対応よろしくお願いします。林先

生、どうぞよろしくお願いいたします。 

○林委員 承知しました。 

○笹瀬会長 特に今回は非常に充実した評価結果案が出ておりますので、林部

会長をはじめ、特別委員の先生方におかれましては、非常に精力的に取り組ん

でいただきまして、どうもありがとうございました。引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。 

○林委員 ありがとうございました。 

○笹瀬会長 それでは、本審議事項については終了したいと思います。どうも

ありがとうございました。 

 それでは、総合通信基盤局の職員の方は御退室よろしくお願いいたします。 

 

（総合通信基盤局職員 退室） 
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閉    会 

 

○笹瀬会長 それでは、本日はこれにて終了いたします。 

 答申書につきましては、所定の手続によりまして行っていただいて、事務局

から総務大臣宛てに提出をよろしくお願いいたします。 

 次回の定例会につきましては、日程が確定次第、事務局から御連絡いただく

ようによろしくお願いします。まだ決まっていないんですよね。 

○松田幹事 すいません。まだ決まっておらず、確定次第、また御連絡いたし

ます。 

○笹瀬会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の審議会をこれにて閉会といたします。どうもありがとうご

ざいました。 

 


